
 

（案）  

高松市告示第３６４号  

 高松市立高松駅前広場地下レンタサイクルポ―トにおけるレンタサイクル利

用料の徴収及び収納に関する業務に係る指定公金事務取扱者を次のとおり指定

したので、高松市会計規則（昭和３９年高松市規則第３４号）第４４条第３項

の規定により告示します。  

  令和８年６月１７日  

                  高松市長  大  西  秀  人  

１  指定公金事務取扱者  

  高松市立駐車場等管理共同企業体  

  高松市番町一丁目１１番２２号  

 

２  取り扱う公金の種類  

  高松市立高松駅前広場地下レンタサイクルポ―トにおけるレンタサイクル

利用料  

 

３  対象施設  

  高松市立高松駅前広場地下レンタサイクルポ―ト  

 

４  指定公金事務取扱者に指定をした日  

  令和８年４月１日  

 

５  公金事務を委託する期間  

  令和８年４月１日  

写 


